
 
 

 

 

特別警報の発表、避難勧告・指示の発令 
○ 在校中に特別警報、避難指示が出された場合は、原則として学校に待機させ、保護者への
引き渡しを要請します。 

警報の発表 
○ 警報が発表された場合、校区内の状況を確認し、下校時刻を早める、児童を学校に待機さ
せ引き渡しを要請するなどの対応をします。 

注意報の発表 
○ 注意報であっても、雷、竜巻、大雨など下校時の児童に危険が想定される場合は、警報等

と同様の対応をする場合があります。 

対応が決まり次第、スクールメールとスクリレでお知らせします。 

 
保護者の皆様 
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福津市立津屋崎小学校
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大雨等の警報、特別警報が発表された場合の対応について 
 

平素から、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 
さて、本校では、子供たちの安全確保を最優先するため、気象庁から、防災気象情報の

うち、警報や特別警報が発表された場合、原則として次のように対応します。保護者の皆
様のご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 登校前（午前６時３０分時点）に警報、特別警報が発表されている場合 

 
※本校は、海岸近くを含む広範囲を徒歩で登校する児童の安全確保を最優先するため、上記の対応とします。 

 

２  在校中に警報、特別警報が発表された場合 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スクリレ・スクールメール登録のお願い 
緊急時等の場合、家庭への連絡はスクリレ・スクールメールにより行います。未登録、配
信がされていない、機器の機種変更をしたといった場合は、登録をお願いします。登録を
希望されない場合は、知り合いの方から確実に連絡が受けられるよう各自での手配をお願
いします。スクリレ未登録の方には、案内書を配付しています。 

 

午前６時３０分時点 
○ 次の警報または特別警報が発令されている場合、登校をさせず、学校からの連絡があるまで自
宅で待機させてください。 ※午前７時までに警報が解除された場合は通常通りの登校となります。 

 

※なお、海上警報(波浪、海上暴風など)のみの場合は通常通りの登校とします。 

午前７時（状況に応じ若干前後します） 
○ 校区の状況を確認し、スクリレとスクールメールとで当日の対応（休校、通常通り登校、遅ら

せて登校など）について連絡します。内容に従って対応してください。 

【警報、特別警報の種類】  大雨（土砂災害、浸水害）、洪水、暴風、暴風雪、大雪、高潮 


